
○豊島区附属機関設置に関する条例

平成26年7月7日

条例第16号

(趣旨)

第1条　この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、区長及び教育委員会(以下「執行機関」と

いう。)の附属機関の設置、担任する事務、組織その他附属機関について必要な事項を定めるものと

する。

(設置及び担任事務)

第2条　執行機関の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。

2　附属機関の担任する事務は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表担

任事務の欄に定めるとおりとする。

(組織)

第3条　附属機関の委員(以下「委員」という。)の定数は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分

に応じて、それぞれ同表委員の定数の欄に定めるとおりとする。

2　委員は、学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じて執行機関が適当と認める者

のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条　委員の任期は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表委員の任期

の欄に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

2　委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第5条　執行機関は、必要があると認めるときは、附属機関に専門の事項を調査させるための専門委員

を置くことができる。

2　専門委員は、学識経験者その他執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又

は任命する。

(委任)

第6条　この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関

の属する執行機関が定める。

附　則

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、平成26年10月1日から

施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の際、現に設置されている次の表の附属機関の欄に掲げる機関の委員又は専門委員

として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例の施行の日に第3条第2項

の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。この場合において、これらの委員の任期は、

第4条第1項本文の規定にかかわらず、同表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ

同表任期の欄に定める日までとする。

附属機関 任期

豊島区政策評価委員会 平成27年3月31日

豊島区公の施設指定管理者審査委員会 平成27年3月31日

豊島区総合評価競争入札推進委員会 平成28年4月30日

豊島区入札監視委員会 平成26年11月30日

豊島区公共施設等総合管理方針検討委員会 平成27年3月31日

豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会(落合南長崎
駅前)

平成26年9月30日

豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会 平成27年3月31日

豊島区図書館経営協議会 平成27年3月31日

豊島区福祉有償運送運営協議会 平成27年8月31日
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豊島区教育に関する事務の点検・評価委員会 平成27年3月31日

豊島区教育ビジョン検討委員会 平成27年3月31日

(豊島区附属機関設置に関する条例の一部改正)

3　豊島区附属機関設置に関する条例(平成26年豊島区条例第16号)の一部を次のように改正する。

別表第1号豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会(落合南長崎駅前)の項を削る。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊島区条例第20号)の一部

を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成26年12月8日条例第37号)

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊島区条例第20号)の一部

を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1　この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成27年7月6日条例第33号)

(施行期日)

1　この条例は、平成27年7月10日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1　この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成29年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号に豊島区造幣局地区防災公園事業者審査委

員会の項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

附　則(平成29年7月13日条例第27号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

附　則(平成30年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1　この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略
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附　則(平成30年7月10日条例第35号)

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成30年12月11日条例第53号)

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成31年3月25日条例第4号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成31年10月1日から施行する。

附　則(令和2年7月16日条例第19号)

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(令和3年10月25日条例第18号)

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2　豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年豊島区条例第39号)の一部を次

のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

(平26条例37・平27条例4・平27条例33・平28条例1・平29条例4・平29条例27・平30条例2・平

30条例35・平30条例53・平31条例4・令2条例19・令3条例18・一部改正)

(1)　区長の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

豊島区国際アート・
カルチャー都市懇話
会

豊島区アート・カルチャー都市
づくりに関すること。

30人以内 2年

豊島区政策評価委員
会

区の政策、施策及び事務事業に
係る評価及び審査に関するこ
と。

13人以内 委嘱又は任命された日から
その日の属する年度の末日
まで

豊島区公の施設指定
管理者審査委員会

指定管理者の選考に係る評価及
び審査に関すること。

15人以内 2年

豊島区総合評価競争
入札推進委員会

総合評価競争入札に係る審査に
関すること。

15人以内 3年

豊島区入札監視委員
会

入札及び契約手続に係る審査に
関すること。

3人以内 2年

豊島区区民活動支援
事業補助金審査委員
会

区民活動支援事業補助金の交付
に係る審査に関すること。

5人以内 2年

豊島区税制度調査検
討会議

豊島区狭小住戸集合住宅税のあ
り方に関すること。

12人以内 委嘱又は任命された日から
報告書が提出される日まで
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豊島区観光振興プラ
ン策定委員会

豊島区観光振興プランの策定に
関すること。

15人以内 委嘱又は任命された日から
プランが策定される日まで

豊島区スポーツ推進
計画策定委員会

豊島区スポーツ推進計画の策定
に関すること。

19人以内 委嘱又は任命された日から
計画が策定される日まで

豊島区図書館経営協
議会

区立図書館の運営に係る評価及
び審査に関すること。

15人以内 2年

豊島区地域包括支援
センター運営協議会

地域包括支援センターの設置及
び運営等に関すること。

10人以内 2年

豊島区福祉有償運送
運営協議会

特定非営利活動法人等が行う福
祉有償運送に係る協議及び審査
に関すること。

12人以内 2年

豊島区健康プラン推
進会議

豊島区健康プランの推進に係る
評価及び審査に関すること。

15人以内 2年

豊島区自殺対策計画
策定委員会

地域自殺対策計画の策定に関す
ること。

17人以内 委嘱又は任命された日から
計画が策定される日まで

豊島区民間保育所事
業者選定審査会

民間保育施設におけるプロポー
ザル方式の事業者選定に係る審
査に関すること。

5人以内 委嘱又は任命された日から
事業者が選定される日まで

豊島区都市計画マス
タープラン策定検討
委員会

豊島区都市計画マスタープラン
の策定に関すること。

19人以内 委嘱又は任命された日から
プランが策定される日まで

豊島区地域公共交通
会議

地域の実情に即した公共輸送
サービスの実現に向けた協議に
関すること。

30人以内 2年

池袋地区駐車場地域
ルール運用委員会

池袋地区駐車場地域ルール対象
区域内における駐車場地域ルー
ルの運用に関すること。

15人以内 2年

豊島区リノベーショ
ンまちづくり検討委
員会

豊島区リノベーションまちづく
り基本構想の策定に関するこ
と。

20人以内 2年

豊島区池袋駅周辺地
域再生委員会

池袋副都心の都市再生事業の推
進に関すること。

40人以内 2年

豊島区みどりの基本
計画策定委員会

豊島区みどりの基本計画策定に
関すること。

10人以内 委嘱又は任命された日から
計画が策定される日まで

(2)　教育委員会の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

豊島区教育に関する
事務の点検・評価委
員会

教育委員会の権限に属する事務
の管理及び執行状況についての
点検及び評価に関すること。

3人以内 委嘱又は任命された日から
その日の属する年度の末日
まで

豊島区教育ビジョン
検討委員会

豊島区教育ビジョン及び教育振
興計画の策定に関すること。

19人以内 委嘱又は任命された日から
ビジョンが策定される日ま
で
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